
ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他（内容
を６．（２）
に記入し
てくださ
い。）

ア．平成
２９年度
（平成３０
年度新入
学分）以
前

イ．平成
３０年度
（平成３１
年（令和
元年）度
新入学
分）

ウ．平成
３１年（令
和元年）
度（令和
２年度新
入学分）

エ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）以
降

オ．未定 ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他（内容
を６．（２）
に記入し
てくださ
い。）

ア．平成
２９年度
（平成３０
年度新入
学分）以
前

イ．平成
３０年度
（平成３１
年（令和
元年）度
新入学
分）

ウ．平成
３１年（令
和元年）
度（令和
２年度新
入学分）

エ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）以
降

オ．未定

35 35 35 35 35 35 0 21 5 9 0 11 10 2 1 2 22 4 9 0 12 10 2 0 2 0 5 4 4 7 8 8 1 0 3 3

高知県 高知市 人権・こども支援課 088-823-9468 kc-200800@city.kochi.lg.jp
http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/83/shugaku
enjo.html ○ ○ ○ ○

高知県 室戸市 室戸市教育委員会　学校保育課 0887-22-5141 mr-060100@city.muroto.lg.jp http://www.kochinet.ed.jp/muroto-c/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 安芸市 学校教育課 0887-35-1021 gakko@city.aki.lg.jp https://www.city.aki.kochi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 南国市 南国市教育委員会事務局学校教育課 088-880-6568
n-
gakkoukyouiku@city.nankoku.lg.jp

https://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdn
key=2786 ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 土佐市 土佐市教育委員会事務局学校教育課 088-852-7723 kyoiku@city.tosa.lg.jp http://www.city.tosa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 須崎市 須崎市教育委員会　学校教育課 0889-42-5291 gakyo1@city.susaki.lg.jp https://www.city.susaki.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 宿毛市 宿毛市教育委員会　学校教育課 0880-63-1102 gakkou@city.sukumo.lg.jp http://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-23/937.html ○ ○ ○ ○ ○

高知県 土佐清水市 教育委員会こども未来課 0880-82-1116 gakkyou@city.tosashimizu.lg.jp
https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/sect
ion/gakkou/ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 四万十市 学校教育課 0880-34-5445 school@city.shimanto.lg.jp http://www.city.shimanto.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

就学時健康診断の案内文書と一緒に、新入学児童生
徒学用品費の入学前支給に関する案内文書を教育委
員会が配布

高知県 香南市 学校教育課 0887-57-7521 gakkou@city.kochi-konan.lg.jp http://www.city.kochi-konan.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
域外の幼稚園や保育所に通園している対象児童には
保護者に個別に案内を郵送

高知県 香美市 教育振興課学校教育班 0887-53-1081 gakko@city.kami.lg.jp http://www.city.kami.cochi.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市内の就学予定者全員へ文書を送っている。

高知県 東洋町 東洋町教育委員会 0887-29-3037 kyouiku@town.toyo.lg.jp http://www.town.toyo.kochi.jp/contents/ ○ ○

高知県 奈半利町 奈半利町教育委員会 0887-38-8188 kyouikuiinkai@town.nahari.lg.jp http://www.town.nahari.kochi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 田野町 教育委員会事務局 0887-38-2511 kyoiku@town.kochi-tano.lg.jp http://www.chugei.or.jp ○ ○

高知県 安田町 教育委員会 0887-38-5711 kyouiku@town.kochi-yasuda.lg.jp https://www.town.yasuda.kochi.jp/kyouiku/ ○ ○

高知県 北川村 教育委員会 0887-32-1223 kyouiku@vill.kitagawa.lg.jp なし ○ ○ ○ ○

高知県 馬路村 教育委員会 0887-44-2216 kyouiku@vill.umaji.lg.jp なし ○ ○

高知県 芸西村 教育委員会事務局 0887-33-2400 kyoiku@vill.geisei.lg.jp http://www.vill.geisei.kochi.jp ○ ○ ○ ○ ○

高知県 本山町 本山町教育委員会 0887-76-3913 kyoui@town.motoyama.lg.jp なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 大豊町 大豊町教育委員会 0887-72-1031 edu@town.otoyo.lg.jp なし ○ ○

高知県 土佐町 教育委員会 0887-82-0483 tosat-90@town.tosa.lg.jp なし ○ ○ ○ ○ ○

高知県 大川村 大川村教育委員会 0887-84-2449 kyouiku@vill.okawa.lg.jp http://www.vill.okawa.kochi.jp/ ○ ○

高知県 いの町 教育委員会事務局 088-893-1922 kyouiku@town.ino.lg.jp http://www.town.ino.kochi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 仁淀川町 教育委員会 0889-35-0019 kyouiku@town.niyodogawa.lg.jp http://www.town.niyodogawa.lg.jp/ ○ ○

高知県 中土佐町 教育委員会 0889-57-2023 kyoiku@town.nakatosa.lg.jp https://www.town.nakatosa.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 佐川町 佐川町教育委員会 0889-22-1110 sk10010@town.sakawa.lg.jp http://www.town.sakawa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 越知町 教育委員会　生涯学習課 0889-26-3511 gakkou@town.ochi.lg.jp http://www.town.ochi.kochi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 梼原町 梼原町教育委員会 0889-65-1350 60-yusuhara@town.yusuhara.lg.jp http://www.town.yusuhara.kochi.jp/ ○ ○

高知県 日高村 教育委員会 0889-24-5115 kyouiku@vill.hidaka.lg.jp http//www.kochibet.ed.jp/hidaka-v/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高知県 津野町 教育委員会　学校教育課 0889-62-2258 kyouiku@town.kochi-tsuno.lg.jp http://www.town.kochi-tsuno.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

高知県 四万十町 四万十町教育委員会　学校教育課 0880-22-2594 113000@town.shimanto.lg.jp http://www.town.shimanto.lg.jp 〇 〇 〇 〇

高知県 大月町 大月町教育委員会 0880-73-1118 kyouiku@town.otsuki.lg.jp なし ○ ○ ○ ○ ○

高知県 三原村 教育委員会 0880-46-2559 kyouiku@vill.mihara.lg.jp なし ○ ○

高知県 黒潮町 教育委員会　学校教育係 0880-43-0044 kyoiku@town.kuroshio.lg.jp  http://www.town.kuroshio.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

高知県
日高村佐川町学
校組合 教育委員会 0889-20-1518 kamokumi-01@town.sakawa.lg.jp なし ○ ○ ○ ○

Ⅰ　平成３１（令和元）年度就学援助制度の実施について

カ．域
内の幼
稚園や
保育所
で案内
を配布

オ．学
校の入
学前説
明会の
際に案
内を配
布

エ．就
学時健
康診断
の際に
学校で
案内を
配布

ウ．就
学案内
の書類
に記載
又は就
学案内
の書類
とともに
配布

イ．自
治体の
広報誌
等に案
内を掲
載

ア．教
育委員
会の
ウェブ
サイト
に案内
を掲載

（１）平成２９年３月３１日の要保護児童生徒援助費補助金交付要綱の一部改正により，小学校入学前に支給した「新入学児童生徒学用品費等」についても国庫補助対象となりましたが，令和元
年７月時点の貴市区町村の実施（検討）状況について，あてはまるもの１つに○をしてください。

６．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

（３）　（１）①でア（入学前支給を行っている）に○をした場合，小学校入学前の者
に対する周知はどのように行っているか，あてはまるもの全てに○をしてくださ
い。

（４）　（３）でケに○をした場合，その内容を記載してくだ
さい。

ケ．そ
の他
（内容を
６．（４）
に記入
してくだ
さい。）

ク．民生
委員や
スクー
ルソー
シャル
ワー
カー等
から案
内を配
布

キ．域
内の小
中学校
で在校
生及び
保護者
に対し
て案内
を配布
（兄弟
姉妹が
いる場
合など）

（２）　（１）①及び③でエに○をした場合，その
内容を記載ください（小学校，中学校で内容が
異なる場合は分けて記載ください）。

＜小学校＞①　実施・検討状況について
＜小学校＞②　①でアと回答した場合は入学前支給
を導入した時期，イと回答した場合は導入開始を検
討（予定）している時期

＜中学校＞③　実施・検討状況について
＜中学校＞④　③でアと回答した場合は入学前支給
を導入した時期，イと回答した場合は導入開始を検
討（予定）している時期

０　就学援助制度問い合わせ先（広報用）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

①都道府県 ②市町村名

http://www.town.niyodogawa.lg.jp/
http://www.town.sakawa.lg.jp/
http://www.town.ochi.kochi.jp/


35 35

高知県 高知市

高知県 室戸市

高知県 安芸市

高知県 南国市

高知県 土佐市

高知県 須崎市

高知県 宿毛市

高知県 土佐清水市

高知県 四万十市

高知県 香南市

高知県 香美市

高知県 東洋町

高知県 奈半利町

高知県 田野町

高知県 安田町

高知県 北川村

高知県 馬路村

高知県 芸西村

高知県 本山町

高知県 大豊町

高知県 土佐町

高知県 大川村

高知県 いの町

高知県 仁淀川町

高知県 中土佐町

高知県 佐川町

高知県 越知町

高知県 梼原町

高知県 日高村

高知県 津野町

高知県 四万十町

高知県 大月町

高知県 三原村

高知県 黒潮町

高知県
日高村佐川町学
校組合

①都道府県 ②市町村名

0 0 0 0 0 0 1 19 2 3 0 4 7 1 1 10 9 2 1 0 0 5 10 12 7 7 4 5 9 0 0

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○
全新入学児童、生徒へ町で独自に、新入生の制服、体操
服、学用品の支給を行っているため。

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

オ．転出
者の早
期把握
（学校や
関係部
署との
連携・情
報共有）
に努め
る。

カ．既受
給者が
他市町
村に転
居してい
ないか、
確認を
徹底す
る。

キ．転入
時の就
学援助
制度の
周知を
徹底す
る。

ク．国や
都道府
県にお
いて，対
応方法
を統一
する。

ケ．その
他（内容
を６．（１
１）に記
入してく
ださ
い。）

エ．現
在、検
討中。

オ．その
他（内容
を６．
（９）に記
入してく
ださ
い。）

（９）　（８）でオに○をした場合，その内容を記載してく
ださい。

ア．受給
者に対
し，支給
額の返
還を求め
る。

イ．返還
は求め
ず，転居
先の市
町村に
対して，
支給済
みであ
る旨を
連絡す
る。

ウ．市町
村間の
連絡・情
報共有
を密に
する。

ウ．１０
月

エ．１１
月

オ．１２
月

カ．　１
月

Ⅰ　平成３１（令和元）年度就学援助制度の実施について

６．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

（５）　（１）①③でア（入学前支給を行っている）に○をした場合，支給した時期（複
数回支給している場合は最初の時期）をお選びください。

（６）　（１）①③でウ（入学前支給を行っておらず，検
討もしていない）に○をした場合，入学前支給実施
に向けての課題を全てお選びください。

（８）　（１）①③でア（入学前支給を行っている）
に○をした場合，入学前支給を行った後に，当
該児童生徒が他市区町村に転居をするなど，
入学時に支給対象外となった際にはどのように
対応していますか。あてはまるもの１つに○をし
てください。

（１０）　（１）①③でア（入学前支給を行っている）に○をした場合，（８）の対応を行った
経験も踏まえ，二重支給や支給漏れを防止するためには，どのような対応が望ましい
と考えますか。あてはまるもの全てに○をしてください。

（１１）　（１０）でケに○をした場合，その内容を記載して
ください。

エ．支給
後の転居
などによ
り，二重
支給や支
給漏れが
発生する
恐れがあ
る。

オ．その
他（内容
を６．（７）
に記入し
てくださ
い。）

（７）　（６）でオに○をした場合，その内容を記載してくださ
い。

ア．受給
者に対
し，支給
額の返
還を求め
る。

イ．返還
は求め
ず，転居
先の市
町村に
対して，
支給済
みであ
る旨を
連絡す
る。

ウ．返還
は求め
ず，転居
先の市
町村か
ら問い
合わせ
があれ
ば支給
済みで
ある旨を
回答す
る。

キ．　２
月

ク．　３
月

ケ． ４
月初旬
（入学
式前）

ア．予
算の確
保が困
難

イ．規則
改正など
の内部手
続きに時
間がかか
る。

ウ．認定
回数が増
えるなど
の事務業
務量が増
加する。

エ．保護
者に対し
て翌年度
転居する
予定等が
ないことを
確認，又
は転居す
る可能性
等がある
場合には
申請を控
えるよう周
知する。

ア．　８
月以前

イ．  ９
月


